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臨時休業中の登校日の実施について

保護者各位におかれましては、学校の臨時休業に伴うご家庭での学習等に、日々、多く

のご理解と支援を賜っておりますこと心から感謝申し上げます。漸く国の緊急事態宣言が

効果をあげ、新規の感染者の減少が見られますとともに、県の緊急事態宣言が解除される

こととなりました。

このような状況を踏まえ、市教育委員会におきましては、市立の小学校及び中学校、義

務教育学校において、５月１８日（月）から登校日を設け、分散登校を行うこととし、市

の新型コロナウイルス感染症対策本部会議において実施が決定されましたので、下記のと

おりご案内いたします。

実施に向けまして、保護者各位の一層のご理解とご支援を賜りますようよろしくお願い

申し上げます。

記

１ 登校日の実施

（１）小学校、中学校、義務教育学校

・ 臨時休業期間中の５月１８日（月）から、５月２９日（金）までの期間において、

登校日を設定し、分散登校を行う。

・ 分散登校の実施形態、実施日等については、各学校において定める。

・ 登校日は給食を行わない。

・ 小学校１年生から３年生の児童を対象とした、午後３時までの小学校での受入れ

は、継続して行う。

（２）特別支援学校

特別支援学校については登校日を設けず、これまでと同様に個別に対応する。


